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電子署名の本格普及に向けた残課題
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エグゼクティブ・サマリー
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「アナログからデジタルへ」を契約等押印分野においても一気呵成に進
めるために、電子署名制度を所管するデジタル庁・法務省ほか関係各府
省に対し、以下3点を要望する。

要望1： 「電子署名法Q＆A」の改訂

要望2： 残存する電子署名規制の一掃

要望3： 契約電子化インセンティブの設定



要望1：「電子署名法Q＆A」の改訂
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課題1ー①： 「3条Q&A」中の誤解と混乱を招く記述

2020年9月に公表された「3条Q&A」中の問4において、電子契約サービス事業者が利用者の身元確認
を行うことが推定効の要件であるかのように誤解される記述があり、クラウド型電子署名の採用を検
討する企業等の利用者に混乱を与えている
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同年11月
再確認
の結果

規制改革推進会議デジタルガバメントW G（ 2 0 2 0年 1 1月1 7日）総務省・法務省・
経済産業省提出資料「論点に対する回答」より抜粋〔下線は引用者〕

h t t p s : / / w w w 8 . c a o . g o . j p / k i s e i -
k a i k a k u / k i s e i / m e e t i n g / w g / d i g i t a l / 2 0 2 0 1 1 1 7 / 2 0 1 1 1 7 d i g i t a l 0 6 . p d f

「利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を
行う電子契約サービスに関するＱ＆Ａ（電子署名法第３条関係）」（2 0 2 0
年 9月 4日 総務省・法務省・経済産業省）より抜粋〔下線は引用者〕

h t t p s : / / w w w . m o j . g o . j p / c o n t e n t / 0 0 1 3 2 7 6 5 8 . p d f
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課題1ー②： 適正管理要件の充足方法に関する分かりにくい解説

同「3条Q&A」中の問3において、利用者が最も知りたい「符号及び物件の適正管理要件」について解
説があるが、結局どのようなシステムを使えば要件を満たせるのかが分かりにくい説明になっている
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公用文・法文を読み慣れていない
一般企業担当者には理解困難

「利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契
約サービスに関するＱ＆Ａ（電子署名法第３条関係）」（2 0 2 0年 9月 4日 総務省・法

務省・経済産業省）より抜粋〔下線は引用者〕
h t t p s : / / w w w . m o j . g o . j p / c o n t e n t / 0 0 1 3 2 7 6 5 8 . p d f

符号：{ 署名鍵 and パスワード }

AND

物件：{ サーバー and ( スマホ or トークン ) }

等を適正管理すること
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第3条 電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの（公務員が
職務上作成したものを除く。）は、

当該電磁的記録に記録された情報について

本人による電子署名（これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理
することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。）
が行われているときは、

真正に成立したものと推定する。

解決の方向性1ー①： 「技術的中立」原則の明記

推定効の発生の要件は、特定の技術・方式に依拠した電子署名を利用した場合に限定されるものでは
なく（技術的中立性の原則）、2条電子署名の措置が「本人による」ことを担保すればこの要件を満た
すことを、現行「3条Q＆A」を改訂することにより周知すべき
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第2条 この法律において「電子署名」とは、電磁的記録（略）に記録す
ることができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれに
も該当するものをいう。

一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すた
めのものであること。 ＝作成者表示機能

二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することがで
きるものであること。 ＝改変確認機能

● 本人が（2条で定義される作成者表示機能・改変確認機能
を備えた）電子署名を措置しさえすれば、要件を満たす

● ここで本人性を担保する手段は、符号・物件の適正管理
要件さえ満たせば、 ICカード/スマホによる2要素認証/外
部認証サービスとのAPI連携等を問わず、どのような技術
を利用しても良い＝技術的中立

本人による

2条電子署名

必要な符号及び物件を適正に管理
（＝技術的中立）
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解決の方向性1ー②： 適正管理要件を満たす手段の例示拡充等

現状考えられる適正管理要件の充足方法（符号と物件の組合せ）を複数例示し、わかりやすい記述に
したうえで、「取引にかかるリスクに応じ、利用者自身が必要性を判断して選択する」ことの必要性
を解説すべき
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「符号」の候補（例） 「物件」の候補（例）

署名者の
メールアドレスに配信された

時限アクセスURL

署名者専用の
電子契約システム
ログイン I D・P A S S

電子証明書に
対応して生成される
秘密鍵＆活性化P I N

署名者用の
トークンアプリを

インストールしたスマホ

署名者に対し
配布された

トークンデバイス

署名者に対し
発行された

認証用 I Cカード

①
②
③

④ ⑤

⑥

⑧

署名者の指示で
活性化される秘密鍵が
格納されたサーバー

⑦

⑨
PIN ******** ・・・



要望2：残存する電子署名規制の一掃
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課題2： 行政手続きの一部に残る電子署名の利用規制

2020年河野大臣による押印廃止の規制改革により、法令で押印を求めていた手続きのほとんどで電子
署名が利用可能（または措置自体が不要）となったが、一部で規制改革に手がつけられていないものがある
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令和2年（2020年）当時は
コロナ緊急対策だっため、
「登記・登録・銀行への届印など83手続」
について押印が廃止されず
積み残されたままに

（左） 2 0 2 0年1 1月 1 3日河野大臣記者会見要旨より抜粋〔下線は引用者〕
h t t p s : / / w w w . c a o . g o . j p / m i n i s t e r / 2 0 0 9 _ t _ k o n o / k a i k e n / 2 0 2 0 1 1 1 3 k

a i k e n . h t m l
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解決の方向性2： 登記関連書類の電子署名に関する規制撤廃
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法務省「商業・法人登記のオンライン申請について」
h t t p s : / / w w w . m o j . g o . j p / M I N J I / m i n j i 6 0 . h t m l

法務省「不動産登記の電子申請（オンライン申請）について」
h t t p s : / / w w w . m o j . g o . j p / M I N J I / m i n j i 7 2 . h t m l

商業登記申請における電子証明書指定制度（抜粋） 不動産登記申請における電子証明書指定制度（抜粋）

現状「添付書面情報」を除き、利用できる民間電子署名サービスはごく一部のみに限定されている

なかでも電子署名の利用が進まない「登記」について、現行の電子証明書指定制度を抜本的に見直し、
署名者と申請者の一致を法務局が確認することを前提に、クラウド型電子署名も全面的に受け入れる
べき



要望3：契約電子化インセンティブの設定
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課題3： デジタル化を促進するインセンティブが契約分野には存在しない
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国税庁パンフレット
h t t p s : / / w w w . n t a . g o . j p / p u b l i c a t i o n /

p a m p h / s o n o t a / 0 0 2 1 0 1 1 - 0 6 8 . p d f

国税庁パンフレット
h t t p s : / / w w w . n t a . g o . j p / p u b l i c a t i o n /
p a m p h / s o n o t a / 0 0 1 8 0 0 4 - 0 6 1 _ 0 1 . p d f

会計・税分野では、電子化推進による税の控除・軽減措置を設け、かつ電子取引データの紙保存禁止
の期限が切られたが、一方で契約分野ではそうしたインセンティブ設定が存在しない

会計分野では、改正電子帳簿保存法により、
会計帳簿のデジタル化（優良な電子帳簿保
存）に対し、金銭的インセンティブが設定さ
れた

• 青色申告特別控除で65万円の控除
• 過少申告加算税の5%軽減措置

加えて、電子取引データをプリントアウトし
紙で保存することを原則禁止に（2023年12
月31日までは宥恕期間として特例で認める）
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解決の方向性3： 印紙税コストに着目した契約書電子化インセンティブの設定

コスト削減がインセンティブになりやすい企業の視点に合わせ、例えば、電子契約に対する印紙税不課税を
政策的に追認していただきたい。
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「電子契約サービスを導入した理由（複数回答）」（n＝3 ,203）

マネーフォワード「電子契約サービスの導入に関する調査（ 2 0 2 2年時点）」
h t t p s : / / b i z . m o n e y f o r w a r d . c o m / r e s e a r c h / 2 0 2 2 - i n t r o d u c t i o n - o f - c o n t r a c t - s o f t w a r e /

大中小を問わず、企業にとって「印紙コスト削減」
は電子契約導入理由の上位である

そこで「電磁的記録には印紙税は課税されない」と
した以下見解について、DXを推進する政策として
追認する立場を明らかにしていただきたい

1. 請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子
メールで送信した場合の印紙税の課税関係について
（2008年10月24日国税庁見解）

2. コミットメントライン契約に関して作成する文書に対
する印紙税の取扱い（2006年7月19日国税庁見解）

3. 参議院議員櫻井充君提出 印紙税に関する質問に対する
答弁書（2005年3月15日政府答弁）
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参考： 印紙税制度と印紙税収
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（右）国税庁「印紙税額一覧表（令和 4年 4月現在）」より一部抜粋
h t t p s : / / w w w . n t a . g o . j p / p u b l i c a t i o n / p a m p h / i n s h i / p d f / z e i g a k u _ i c h i r a n _ r 0 2 0 4 . p d f

請負契約書では
契約金額100万円以下で1通あたり200円
契約金額50億円以上で1通あたり600,000円

基本契約書（継続的取引）では
契約金額にかかわらず1通あたり4,000円

このようにして徴収する印紙税収は2,800億円程度で、
緩やかな減少傾向にある
（2022年3月17日 参議院財政金融委員会 住澤整主税局長による答
弁）



＜参考＞
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「法制度要件のわかりにくさ」は導入障壁ではない（1/2）

デジタル庁調査によれば、他社と足並みが揃わず電子署名導入を様子見している企業群が多く、次い
で積極的に検討すると「コスト・手間がかかる」ことが電子署名の主な導入障壁とされている
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デジタル庁『トラストを確保したDX推進サブワーキンググループ報告書』（2022年7月29日）付録B P27を基に作成
https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/658916e5-76ce-4d02-9377-1273577ffc88/1d463bfc/20220729_meeting_trust_dx_report_01.pdf

様子見モードの企業群

「トラストサービスへの課題意識」電子署名に対する回答（n＝347）

導入を積極検討するも
手間・コストが懸念に
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「法制度要件のわかりにくさ」は導入障壁ではない（2/2）

JIPDEC調査結果によっても、「法制度要件のわかりにくさ」は電子契約導入に対する主な障壁でない
ことが確認でき、電子署名法の改正・認定制度の（再）創設は、導入促進策として求められる施策と
は言えない
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JIPDEC/ITR『企業IT利活用動向調査2023』P58を基に作成
https://www.jipdec.or.jp/archives/publications/tjvsos000000175t-att/J0005187.pdf

「電子契約の利用拡大を図る上での課題」（n＝1,022）

前掲デジタル庁調査と同様
「コスト・手間」が障壁上位

「法制度要件」は10位
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デジタル庁委託調査（企業向けアンケート）結果抜粋
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デジタル庁『トラストを確保したDX推進サブワーキンググループ報告書』（2022年7月29日）付録B P27より抜粋
https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/658916e5-76ce-4d02-9377-1273577ffc88/1d463bfc/20220729_meeting_trust_dx_report_01.pdf
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